
○利根町空き家バンク助成金等交付要綱 

平成２３年３月３１日 

告示第３３号 

改正 平成２４年７月６日告示第３２号 

平成２６年４月１７日告示第２９号 

平成２７年３月２０日告示第８号 

令和２年３月３１日告示第２６号 

（目的） 

第１条 この要綱は，利根町空き家・空き地バンク制度実施要綱（平成２

７年利根町告示第７号）に規定する空き家の登録者及び利用登録者に対

し，必要な助成金等を交付することにより，空き家バンクの利用促進を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に

定めるところによる。 

(1) 空き家 利根町空き家・空き地バンク制度実施要綱第２条第１号に

規定する空き家で同要綱第５条第６項に規定する登録がされている物

件をいう。 

(2) 住定日 購入又は賃借する空き家の住所に，他の市区町村から転入

又は転居し，住民基本台帳に記録された日をいう。 

(3) 町税等 住民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税及び国民健

康保険税をいう。 

(4) 自治会等 町内における住民福祉の増進並びに各地域の自治の推

進を図るために設置された自治会，町内会又は区をいう。 

(5) 町内建築業者 利根町に住所を有する個人事業者又は利根町内に

本店を有する法人で，次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 利根町小規模契約事業者登録要綱（平成２１年利根町告示第４１



号）第５条第１項に規定する小規模契約事業者登録名簿に登録され

ている者 

イ 利根町入札参加者の資格等に関する規程（平成６年利根町訓令第

３号）第５条第１項に規定する有資格者名簿に登録されている者 

（助成金等の種類） 

第３条 助成金等の種類は，次の各号に定めるものとし，いずれも予算の

範囲内において交付するものとする。 

(1) 利根町空き家子育て活用促進奨励金（以下「子育て奨励金」という。） 

(2) 利根町空き家リフォーム工事助成金（以下「リフォーム助成金」と

いう。） 

２ 前項に規定する，子育て奨励金とリフォーム助成金は，併用して交付

できるものとする。 

（子育て奨励金の交付対象者） 

第４条 子育て奨励金の交付対象者は，次条に規定する空き家の利用者で

あって，次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。 

(1) 空き家を購入又は賃借をして転入又は転居し，今後当該空き家に５

年以上居住する意思のある者 

(2) 中学生以下の子供と同居する者 

(3) 納付すべき町税等に滞納がない者 

(4) 町内の自治会等に加入している者。ただし，当該地域に自治会等が

存在しない場合は除く。 

(5)  利根町暴力団排除条例（平成24年利根町条例第16号）第２条第３

号に規定する暴力団員等でない者及び同条第１号に規定する暴力団若

しくは同上第２号に規定する暴力団員等と密接な関係を有しない者 

（子育て奨励金の交付に係る空き家の定義） 

第５条 前条に規定する空き家は，次の各号に掲げる要件のすべてを満た

していなければならない。 



(1) 登記事項証明書に表示された床面積が５０平方メートル以上の家

屋であって，当該床面積の２分の１以上に相当する部分が専ら自己の

居住の用に供されるものであること。 

(2) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること。 

（子育て奨励金の額） 

第６条 子育て奨励金は，２０万円とし，同一申請者（同居人も含む。）

に対する奨励金の交付は，１回を限りとする。 

（子育て奨励金の交付申請） 

第７条 子育て奨励金の交付を受けようとする者は，住定日から３箇月以

内に，利根町空き家子育て活用促進奨励金交付申請書兼請求書（様式第

１号）及び利根町空き家子育て活用促進奨励金承諾書兼誓約書（様式第

２号）に別表第１に掲げる書類を添えて，町長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定に関わらず，子育て奨励金の交付を受けようとする者が，

第１６条第１項の申請をし，又はリフォーム助成金の交付の決定を受け

ているときは，町長は，前項各号に掲げる書類の一部について省略させ

ることができるものとする。 

（子育て奨励金の交付決定） 

第８条 町長は，前条第１項の規定による申請があったときは，その内容

を審査し，子育て奨励金の交付を決定したときは，利根町空き家子育て

活用促進奨励金交付決定通知書（様式第４号）により当該申請をした者

に通知し，子育て奨励金を交付するものとする。 

（子育て奨励金交付の取消し） 

第９条 子育て奨励金の交付（又は交付決定）を受けた者が，次の各号に

掲げる事項のいずれかに該当したときは，当該交付の決定を取り消し，

期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。ただし，町長

がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。 



(1) 偽りその他不正な手段により，子育て奨励金の交付の決定を受けた

とき。 

(2) 交付決定を受けた日から５年以内に転出又は転居したとき。 

(3) 交付決定を受けた日から５年以内に町税等を滞納したとき。 

(4)  交付決定を受けた日から５年以内に住宅を取り壊したとき。 

（リフォーム助成金の交付対象者） 

第１０条 リフォーム助成金の交付対象者は，次条に規定する空き家の利

用者又は所有者であって，次の各号に掲げるすべての要件を満たしてい

なければならない。 

(1) 空き家を購入若しくは賃借し，今後５年以上居住する意思のある者

又は空き家を５年以上賃貸する当該空き家の所有者 

(2) 納付すべき町税等に滞納がない者 

(3) 町内の自治会等に加入している者。ただし，当該地域に自治会等が

存在しない又は申請者が空き家所有者である場合は除く。 

(4) 当該年度の３月２１日（閉庁日にあたる場合は，その前の最も近い

開庁日）までに第１７条の規定による利根町空き家リフォーム工事完

了報告書（様式第１０号）を提出できる者 

(5) 利根町暴力団排除条例（平成24年利根町条例第16号）第２条第３号

に規定する暴力団員等でない者及び同条第１号に規定する暴力団若し

くは同上第２号に規定する暴力団員等と密接な関係を有しない者 

（リフォーム助成金の交付に係る空き家の定義） 

第１１条 前条に規定する空き家は，次の各号に掲げる要件のすべてを満

たしていなければならない。 

(1) 登記事項証明書に表示された床面積が５０平方メートル以上の家

屋であって，当該床面積の２分の１以上に相当する部分が専ら自己の

居住の用に供されるものであること。 

(2) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること。 



(3) 利根町重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業による住宅リフォ

ームを行っていないこと。 

（リフォーム助成金の助成対象経費と施工業者） 

第１２条 リフォーム助成金の助成対象経費は，空き家の機能の維持及び

向上のために行う別表第２に掲げる工事に要する経費とする。 

２ リフォーム工事の施工業者は，町内建築業者に限るものとする。 

（リフォーム助成金の額） 

第１３条 リフォーム助成金の額は，前条第１項に規定する対象経費の総

額に２分の１を乗じた額（千円未満の端数があるときは，切り捨てた額）

とし，３０万円を限度とする。 

２ リフォーム助成金の交付は，同一物件及び同一申請者（同居人も含む。）

に対して１回を限りとする。 

（リフォーム助成金の交付申請） 

第１４条 リフォーム助成金の交付を受けようとする者は，住定日から１

年以内に，利根町空き家リフォーム工事助成金交付申請書（様式第５号）

及び利根町空き家リフォーム工事助成金承諾書兼誓約書（様式第６号）

に別表第３に掲げる書類を添えて，町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず，リフォーム助成金の交付を受けようとする者

が，第７条第１項の申請をし，又は子育て奨励金の交付の決定を受けて

いる時は，町長は，前項各号に掲げる添付書類の一部を省略させること

ができる。 

（リフォーム助成金の交付決定） 

第１５条 町長は，前条第１項の規定による交付申請があったときは，当

該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い，リフォー

ム助成金の交付を決定したときは，利根町空き家リフォーム工事助成金

交付決定通知書（様式第７号）により当該申請をした者に通知するもの

とする。 



（交付申請書の内容変更の届出） 

第１６条 前条の規定による決定通知を受けた者が第１４条第１項の規定

による申請の内容の変更をするときは，利根町空き家リフォーム工事変

更届出書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は，前項の規定による届け出を受け，リフォーム工事の変更を認

めたときは，利根町空き家リフォーム工事助成金変更交付決定通知書（様

式第９号）を当該届出をした者に通知するものとする。 

（リフォーム工事の完了報告） 

第１７条 第１５条の規定による交付決定の通知を受けた者は，当該リフ

ォーム工事が完了したときは，利根町空き家リフォーム工事完了報告書

（様式第１０号）に次の各号に掲げる書類を添えて，速やかに町長に報

告しなければならない。 

(1) リフォーム工事に係る領収書又は工事費用の支払いを証明できる

書類の写し 

(2) リフォーム工事施工後の現場写真 

（完了検査及び交付額の確定） 

第１８条 町長は，前条の報告を受け，速やかに検査を行い，適正と認め

たときは，空き家リフォーム工事助成金の額を決定し，利根町空き家リ

フォーム工事助成金交付額確定通知書（様式第１１号）により当該報告

をした者に通知するものとする。 

（空き家リフォーム工事助成金の請求） 

第１９条 前条の規定による通知を受けた者は，利根町空き家リフォーム

工事助成金交付請求書（様式第１２号）によりリフォーム助成金の請求

をするものとする。 

（リフォーム助成金の交付） 

第２０条 町長は，前条の規定による請求を受けたときは，速やかにリフ

ォーム助成金を交付するものとする。 



（リフォーム助成金の取消し） 

第２１条 リフォーム助成金の交付（又は交付決定）を受けた者が，次の

各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは，当該交付の決定を取り

消し，期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。ただし，

町長がやむをえない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。 

(1) 偽りその他不正な手段により，リフォーム助成金の交付の決定を受

けたとき。 

(2) 交付決定を受けた日から５年以内に転出又は転居したとき。（空き

家所有者は除く。） 

(3) 交付決定を受けた日から５年以内に空き家を賃貸の目的として使

用しなくなったとき。 

(4) 交付決定を受けた日から５年以内に町税等を滞納したとき。 

(5) 交付決定を受けた日から５年以内に住宅を取り壊したとき。 

（補則） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年利根町告示第３２号） 

この告示は，平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第２９号） 

この告示は，公表の日から施行し，改正後の利根町空き家バンク助成金

等交付要綱の規定は，平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年告示第８号） 

この告示は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（令和２年告示第２６号） 

この告示は，令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 



子育て奨励金の交付申請に必要な添付書類 

空き家購入者及

び空き家賃借者 

(1)自治会等加入証明書（様式第3号） 

(2)利根町空き家バンク利用による空き家の売買契約書又

は賃貸借契約書の写し 

(3)空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確

認を受けている建築物であることが確認できる書類の写

し 

別表第２（第１２条関係） 

リフォーム工事 

建築物の維持及

び機能向上を目的

として行う当該建

築物の構造部分及

び付帯設備の修繕

工事，模様替え工

事及び増改築工事

とする。 

(1) 基礎，土台，柱の修繕・補強工事 

(2) 外壁，屋根，内壁，天井，床の修繕工事 

(3) 塗装工事 

(4) 給排水，換気，電気，ガス，通信等の設備工事 

(5) 外壁，屋根，庇，樋の設置・修繕工事 

(6) 間取りの変更，増築（増築面積は10平方メートル

以内であること）等模様替え工事 

(7) 玄関，居室，台所，洗面所，浴室，便所を改良す

る工事 

(8) 建具の取替等の工事 

(9) ベランダ，バルコニーの設置・修繕工事 

別表第３（第１４条関係） 

リフォーム助成金の交付申請に必要な添付書類 

空き家購入者 (1)自治会等加入証明書（様式第3号） 

(2)空き家の売買契約書の写し 

(3)空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確

認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し  

(4)リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類  

(5)リフォーム工事の見積書 



(6)工事施工前の現場写真 

空き家賃借者 (1)自治会等加入証明書（様式第3号） 

(2)空き家の賃貸借契約書の写し 

(3)空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確

認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し  

(4)空き家所有者のリフォーム工事承諾書 

(5)リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類  

(6)リフォーム工事の見積書 

(7)工事施工前の現場写真 

空き家所有者 (1)空き家の賃貸借契約書の写し 

(2)空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確

認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し  

(3)リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類  

(4)リフォーム工事の見積書 

(5)工事施工前の現場写真 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条，第１４条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第１４条関係） 

様式第６号（第１４条関係） 

様式第７号（第１５条関係） 

様式第８号（第１６条関係） 

様式第９号（第１６条関係） 

様式第１０号（第１７条関係） 

様式第１１号（第１８条関係） 

様式第１２号（第１９条関係） 

 


